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【 資 料 第 ６ 号 】 

土木部みどり公園課 

 

文京区立肥後細川庭園の指定管理者の評価結果について 

 

 

 肥後細川庭園の令和３年度管理運営実績について、以下のとおり評価を実施した。 

 

 

１ 指定管理者 

  肥後細川庭園パークアップ共同体 

 

 

２ 管理運営施設（１施設） 

肥後細川庭園 

 

 

３ 評価の経過 

  土木部に設置した指定管理者評価検討会（以下「評価検討会」という。）において評

価（一次評価）を行い、その後、学識経験者等の外部委員２名を含む指定管理者評価委

員会（以下「評価委員会」という。）において、評価検討会の評価の適正性を確認し、

区としての最終評価（二次評価）を行った。 

 

  令和 4年   7月  評価検討会による評価（一次評価） 

        10月  評価委員会による評価検討会評価の適正性の確認（二次評価） 

 

 

４ 評価結果 

  裏面のとおり 
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評価主体 
評価検討会 

（一次評価） 

評価委員会 

（二次評価） 

分

野

評

価 

サービス向上の有効性 

【配点４０点】 

３５点 ３５点 

Ｂ Ｂ 

経費の効率性 

【配点１２点】 

１１点 １１点 

Ａ Ａ 

管理運営の適正性 

【配点３６点】 

２６点 ２６点 

Ｃ Ｃ 

業務の改善性 

【配点－点】 

－ － 

－ － 

総合評価 

【配点８８点】 

７２点 

（８１．８％） 

７２点 

（８１．８％） 

Ｂ Ｂ 

 

  なお、詳細は別紙のとおり。 

 

《分野評価及び総合評価の見方》 

評 価  評価内容及び基準  

Ａ 特に優れている。 （合計得点が、配点の９０％以上） 

Ｂ 優れている。 （合計得点が、配点の８０％以上９０％未満） 

Ｃ おおむね適正である。 （合計得点が、配点の６０％以上８０％未満） 

Ｄ 改善が必要である。 （合計得点が、配点の４０％以上６０％未満） 

Ｅ 相当な改善が必要である。 （合計得点が、配点の４０％未満） 
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